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◆
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
基
づ

き
、
本
町
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者

等
の
支
援
に
つ
い
て
基
本
と
な
る

事
項
を
定
め
、
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会

の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
条
例
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

◆�

町
在
宅
福
祉
支
援
事
業
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

在
宅
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
実
施
し
て
い
る
各
種
在

宅
福
祉
事
業
の
う
ち
、
長
期
に
わ

た
り
利
用
が
な
く
、
今
後
も
利
用

が
見
込
ま
れ
な
い
事
業
を
廃
止
す

る
た
め
、
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

◆�

町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
個
人
番
号
の
利
用
範

囲
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
規
定
の
整
備
、
利
用
事
務
の

明
記
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、

条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆�

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

◆�
町
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

◆�

町
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の
勤

勉
手
当
の
支
給
が
可
能
に
な
る
こ

と
か
ら
、
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

◆
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標

準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
危
険
物
施
設
の
設
置
許
可
、

検
査
等
の
審
査
業
務
に
係
る
手
数

料
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
の
保
険
料
率
を
定
め
る
ほ
か
、

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
伴
う
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分

を
改
め
る
た
め
、
条
例
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆�

町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基

準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆�

町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

◆�

町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
人

員
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

◆�

町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
人

員
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
人
員
、

設
備
、
運
営
等
の
基
準
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆
町
給
水
条
例
の
一
部
改
正

◆�

町
水
道
技
術
者
の
資
格
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆
町
土
地
開
発
基
金
条
例
の
廃
止

基
金
を
活
用
し
た
土
地
取
得
の

必
要
性
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

条
例
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

◆�

町
生
活
交
通
確
保
対
策
基
金
条

例
の
廃
止

令
和
五
年
度
の
関
係
事
業
に
充

当
し
た
繰
入
に
よ
り
、
残
高
が
精

算
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
条
例
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

◆
町
道
の
路
線
変
更

町
道
静
狩
十
六
号
線
の
一
部
が

北
海
道
新
幹
線
建
設
工
事
に
伴
い
、

延
長
・
終
点
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

◆
議
決
の
変
更

公
共
下
水
道
根
幹
的
施
設
の
建

設
工
事
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
設

計
変
更
に
よ
り
契
約
金
額
が
減
額

変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

２０２４・３・７開会

第１回町議会定例会
　令和６年第１回町議会定例会が、３月７日に開会され、
１５日に閉会しました。
　定例会では、木幡町長の町政執行方針と予算案説明を
表明した後、一般質問のほか、条例の制定、各会計の新
年度予算など、議案３４件について審議しました。
　おもな内容は、次のとおりです。
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◆
一
般
会
計
補
正
予
算

　
（
第
十
二
・
十
三
号
）

令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
算
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
億
三
千

百
五
十
六
万
五
千
円
減
額
さ
れ
、

予
算
総
額
七
十
億
二
百
九
十
三
万

七
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

補
正
の
お
も
な
も
の
は
、
歳
入

に
諸
収
入
、
繰
入
金
の
減
額
な
ど
、

歳
出
は
病
院
事
業
会
計
操
出
金
の

追
加
な
ど
と
各
科
目
の
不
用
額
の

減
額
で
す
。

◆�

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

　
補
正
予
算
（
第
一
号
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
百
三
十

万
四
千
円
が
追
加
さ
れ
、
予
算
総

額
一
億
九
百
十
五
万
四
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　
補
正
予
算
（
第
三
号
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
四
百

六
十
九
万
円
が
追
加
さ
れ
、
予
算

総
額
七
億
五
千
八
十
一
万
一
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計

　
補
正
予
算
（
第
四
号
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
千
七
百

九
十
八
万
四
千
円
が
減
額
さ
れ
、

予
算
総
額
八
億
七
千
九
百
十
四
万

八
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

令和６年第２回町議会臨時会が２月２２日に開
かれ、議案１件について審議しました。

◆一般会計補正予算（第１１号）
令和５年度一般会計予算に歳入歳出それぞれ６，

８００万円が追加され、予算総額７３億３,４５０
万２千円となりました。
補正のおもなものは、歳入に財政調整基金繰入

金の追加。歳出は除雪費用にかかる委託料の追加
です。

２０２４・２・２２開会

第２回町議会臨時会

◆
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　
補
正
予
算
（
第
四
号
）

長
万
部
終
末
処
理
場
更
新
事
業

の
繰
越
明
許
費
が
三
億
五
千
八
百

三
十
万
円
以
内
と
な
り
ま
し
た
。

◆
病
院
事
業
会
計

　
補
正
予
算
（
第
三
号
）

収
益
的
収
入
か
ら
六
千
八
百
三

十
九
万
六
千
円
が
減
額
さ
れ
、
収

益
的
支
出
か
ら
五
千
百
十
七
万
九

千
円
が
減
額
さ
れ
、
収
益
的
予
算

総
額
は
、
収
入
が
六
億
八
千
五
百

七
十
四
万
四
千
円
、
支
出
が
七
億

一
千
四
百
六
十
三
万
一
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

ま
た
、
資
本
的
支
出
か

ら
百
二
万
八
千
円
が
減
額

さ
れ
、
資
本
的
支
出
予
算

総
額
一
千
二
百
三
十
七
万

二
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
ガ
ス
事
業
会
計

　
補
正
予
算
（
第
三
号
）

収
益
的
支
出
に
六
百
万

円
が
追
加
さ
れ
、
収
益
的

支
出
予
算
総
額
一
億
五
千

三
十
三
万
五
千
円
と
な
り

ま
し
た
。

交 通 安 全 コ ー ナ ー

新入学（園）期の安全旬間新入学（園）期の安全旬間

雪も溶け、ポカポカ陽気で気もゆるみがちとなりますが、こんな時こそ一人ひとりが交通安全に対
する意識を強く持つことが大切です。社会の一員として責任ある行動を実践し、交通事故を起こさな
いように、自分の命を、そして相手の命を守りましょう。

新学期が始まり真新しいランドセルを背負った子どもや、
通園カバンを肩にかけた子どもの姿が目につきます。
子どもの事故で圧倒的に多いのは ｢飛び出し｣ です。子ど

もを見かけたらアクセルをゆるめ、特に慎重な運転を心がけ
ましょう！！

４月６日（土）～４月１５日（月）

の～んびりいこうやの～んびりいこうや

４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です

一人ひとりが交通ルール、マナーを守り、交通事故をなくしましょう。


